
令和 6 年 7 月４日 

 

MiraPay（ミラペイ）デジタルスタンプラリー業務 

委託事業者募集に関する質問に対する回答 

 

商工観光課 

 

質問１ 契約期間について 

　デジタルスタンプラリーの景品引換は契約期間である９月 30 日までにする 

べきでしょうか。それとも、魚津市さんの作業が 9 月 30 日までに完了したら 

よろしいのでしょうか。 

 

（回答） 

　9 月 30 日までに景品引換も終えてください。 

 

 

質問２ 対象店舗について 

デジタルスタンプラリーの対象店舗の数に現在目途はございますか。 

 

（回答） 

　R６年６月現在、MiraPay 取扱登録店は 238 店舗あります。その内、一般

事業所である、スーパー、コンビニエンスストア、機械器具小売業のうち大企

業（家電量販店）、ドラッグストア、ガソリンスタンド、ホームセンターを除

く 228 店舗が対象店舗となります。 

 

 

質問３ 景品予算について 

　デジタルスタンプラリーの景品は予算に含みますか。 

 

（回答） 



　はい。デジタルスタンプラリーの景品は予算に含まれます。


